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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを生成する画像生成部と；
　画像表示装置への前記画像データの送信、および、前記画像表示装置の表示面における
前記画像データの表示向きに関する情報の受信を行う通信部と；
を備え、
　前記画像生成部は、前記通信部により受信される前記表示向きに関する情報に応じて前
記画像データを生成し、
　前記通信部は、前記画像表示装置が前記画像データの表示向きを前記画像表示装置の姿
勢に応じて変更する表示変更機能を有するか否かを示すケーパビリティ情報を受信し、
　前記画像生成部は、前記画像表示装置が前記表示変更機能を有することを前記ケーパビ
リティ情報が示す場合、前記表示向きに関する情報に応じて前記画像データを生成する、
画像生成装置。
【請求項２】
　前記画像表示装置の表示面における前記画像データの表示向きは前記画像表示装置の姿
勢に応じて変更され、
　前記表示向きに関する情報は、前記画像表示装置の姿勢を示す情報である、請求項１に
記載の画像生成装置。
【請求項３】
　前記画像生成部は、前記表示向きに関する情報により特定される表示向きに適合するよ
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うに前記画像データを生成する、請求項１または２に記載の画像生成装置。
【請求項４】
　前記通信部は、前記画像生成装置が前記表示向きに関する情報に応じて前記画像データ
を生成する機能を有することを示す情報を前記画像表示装置に送信し、
　前記情報の送信に基づいて前記画像表示装置から前記表示向きに関する情報の送信が開
始される、請求項１～３のいずれか一項に記載の画像生成装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　画像データを生成する画像生成部と；
　画像表示装置への前記画像データの送信、および、前記画像表示装置の表示面における
前記画像データの表示向きに関する情報の受信を行う通信部と；
を備え、
　前記画像生成部は、前記通信部により受信される前記表示向きに関する情報に応じて前
記画像データを生成し、
　前記通信部は、前記画像表示装置が前記画像データの表示向きを前記画像表示装置の姿
勢に応じて変更する表示変更機能を有するか否かを示すケーパビリティ情報を受信し、
　前記画像生成部は、前記画像表示装置が前記表示変更機能を有することを前記ケーパビ
リティ情報が示す場合、前記表示向きに関する情報に応じて前記画像データを生成する、
画像生成装置として機能させるための、プログラム。
【請求項６】
　　表示部、および、
　　前記表示部における画像データの表示向きに関する情報を送信する送信部、
を有する画像表示装置と；
　　画像データを生成する画像生成部、
　　前記画像表示装置への前記画像データの送信、および、前記表示向きに関する情報の
受信を行う通信部、
　を有し、
　　前記画像生成部は、前記通信部により受信される前記表示向きに関する情報に応じて
前記画像データを生成し、
　　前記通信部は、前記画像表示装置が前記画像データの表示向きを前記画像表示装置の
姿勢に応じて変更する表示変更機能を有するか否かを示すケーパビリティ情報を受信し、
　　前記画像生成部は、前記画像表示装置が前記表示変更機能を有することを前記ケーパ
ビリティ情報が示す場合、前記表示向きに関する情報に応じて前記画像データを生成する
、画像生成装置と；
を備える、画像表示システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、画像生成装置、プログラム、画像表示システム、および画像表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１に代表される無線ＬＡＮ（Ｌｏｃ
ａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムは、機器の自由度が高い等の利点から、有線
ネットワークに代わり普及しつつある。
【０００３】
　このＩＥＥＥ８０２．１１で規定される無線ＬＡＮシステムは、親機として動作するア
クセスポイント、および子機として動作する複数のステーションからなる無線通信装置の
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グループで構成され、１のアクセスポイントは複数のステーションが接続される。
【０００４】
　また、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅで策定中のＷｉ－Ｆｉダイレクトでは、複数の無
線通信装置が親機（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｗｎｅｒ）または子機（Ｃｌｉｅｎｔ）のいずれとし
ての役割を担うかを決定して通信グループを形成することが提案されている。ここで、親
機は簡易的なアクセスポイントとして動作し、１または２以上の子機を接続する機能を有
する。
【０００５】
　一方、表示画面を有し、装置の姿勢に応じて表示画面における画像の表示向きを変更す
る携帯機器が普及している。例えば、携帯機器は、表示画面の短辺が水平方向に沿い、長
辺が垂直方向に沿うような姿勢を有する場合にはレイアウト、解像度などが縦長に特化し
た画像を表示し、表示画面の短辺が垂直方向に沿い、長辺が水平方向に沿うような姿勢を
有する場合にはレイアウト、解像度などが横長に特化した画像を表示する。なお、このよ
うな携帯機器については例えば特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１２９５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記の携帯機器がＷｉ－Ｆｉダイレクトに従って画像送信装置と接続し、画像
送信装置から送信される画像データを表示する場合、画像送信装置から送信される画像デ
ータは携帯機器の姿勢に依存しない。このため、携帯機器は、受信した画像データを拡大
／縮小などして縦長や横長の表示画面のサイズに適合させることはできるものの、レイア
ウトや解像度などが表示向きに特化した画像データを表示することが困難であるという問
題があった。
【０００８】
　そこで、本開示では、画像表示装置が表示向きに応じた画像データを受信して表示する
ことを可能とする、新規かつ改良された画像生成装置、プログラム、画像表示システム、
および画像表示装置を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示によれば、画像データを生成する画像生成部と、画像表示装置への前記画像デー
タの送信、および、前記画像表示装置の表示面における前記画像データの表示向きに関す
る情報の受信を行う通信部と、を備え、前記画像生成部は、前記通信部により受信される
前記表示向きに関する情報に応じて前記画像データを生成する、画像生成装置が提供され
る。
【００１０】
　また、本開示によれば、コンピュータを、画像データを生成する画像生成部と、画像表
示装置への前記画像データの送信、および、前記画像表示装置の表示面における前記画像
データの表示向きに関する情報の受信を行う通信部と、を備え、前記画像生成部は、前記
通信部により受信される前記表示向きに関する情報に応じて前記画像データを生成する、
画像生成装置として機能させるための、プログラムが提供される。
【００１１】
　また、本開示によれば、表示部、および、前記表示部における画像データの表示向きに
関する情報を送信する送信部、を有する画像表示装置と、画像データを生成する画像生成
部、前記画像表示装置への前記画像データの送信、および、前記表示向きに関する情報の
受信を行う通信部、を有し、前記画像生成部は、前記通信部により受信される前記表示向
きに関する情報に応じて前記画像データを生成する、画像生成装置と、を備える画像表示
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システムが提供される。
【００１２】
　また、本開示によれば、走査線ごとに第１の画像データまたは第２の画像データを割り
当てる表示方式に対応している表示部と、前記第１の画像データおよび前記第２の画像デ
ータが並べて配置されたフレーム画像データを生成する画像生成装置に、前記第１の画像
データおよび前記第２の画像データの配置方向を指示する情報を送信する送信部と、を備
え、前記送信部は、前記表示部に表示される画像データの水平方向が前記走査線の形成方
向である場合には垂直方向の配置を指示する情報を送信し、前記画像データの水平方向が
前記走査線の形成方向と交差する場合には水平方向の配置を指示する情報を送信する、画
像表示装置が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように本開示によれば、画像表示装置が表示向きに応じた画像データを受
信して表示することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の実施形態による画像表示システムの構成を示した説明図である。
【図２】ＰＣのソフトウェア概念を示した説明図である。
【図３】スライス伝送により送信される各フレーム画像の具体例を示した説明図である。
【図４】携帯機器の姿勢に応じて表示画像が変化する様子を示した説明図である。
【図５】本開示の比較例を示した説明図である。
【図６】本開示の実施形態によるＰＣのハードウェア構成を示した説明図である。
【図７】携帯機器およびＰＣの構成を示した機能ブロック図である。
【図８】パケット生成部の構成を示した説明図である。
【図９】パケット構成を示した説明図である。
【図１０】携帯機器の表示向きが横向きである場合の画像の具体例を示した説明図である
。
【図１１】携帯機器の表示向きが縦向きである場合の画像の具体例を示した説明図である
。
【図１２】本開示の実施形態による画像表示システムの動作を示したシーケンス図である
。
【図１３】本開示の実施形態の変形例を示した説明図である。
【図１４】本開示の第２の実施形態を示した説明図である。
【図１５】表示部１２の構成を示した説明図である。
【図１６】液晶ポリマー層１２６および３Ｄ眼鏡７０による偏光機能を示した説明図であ
る。
【図１７】表示向きの変化を示した説明図である。
【図１８】Ｔｏｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式を示した説明図である。
【図１９】Ｓｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式を示した説明図である。
【図２０】表示部１２による画像の表示向きが横向きである場合を示した説明図である。
【図２１】表示部１２による画像の表示向きが縦向きである場合を示した説明図である。
【図２２】第２の実施形態による携帯機器１０およびＰＣ２０の動作を示したシーケンス
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１６】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を
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、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。ただし、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符
号のみを付する。
【００１７】
　また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための形態」を説明する。
　　１．画像表示システムの概要
　　２．ハードウェア構成
　　３．ＰＣおよび携帯機器の機能
　　４．画像表示システムの動作
　　５．第２の実施形態
　　６．まとめ
【００１８】
　　＜１．画像表示システムの概要＞
　図１は、本開示の実施形態による画像表示システム１の構成を示した説明図である。図
１に示したように、本開示の実施形態による画像表示システム１は、携帯機器１０および
ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）２０を備える。
 
【００１９】
　ＰＣ２０は、携帯機器１０などの周囲の無線通信装置と接続して無線通信する機能を有
する。例えば、ＰＣ２０は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅで策定中のＷｉ－Ｆｉダイレ
クトに従って携帯機器１０と通信グループを形成し、通信グループを形成した携帯機器１
０とアクセスポイントを介さずに無線通信することができる。
【００２０】
　また、ＰＣ２０は、携帯機器１０と通信グループを形成すると、携帯機器１０にコンテ
ンツデータや制御データなどを送信することができる。本明細書においてはコンテンツデ
ータの一例として複数のフレーム画像からなる画像データが送信される実施形態を主に説
明する。この画像データは、映画、テレビジョン番組、またはビデオプログラムなどのデ
ータであってもよいし、ＰＣ２０におけるユーザの作業画面であってもよいし、ゲームの
表示画面であってもよい。ただし、コンテンツデータは画像データに限定されず、例えば
、音楽、講演およびラジオ番組などの音声データがコンテンツデータとしてＰＣ２０から
送信されてもよい。
【００２１】
　ここで、図２を参照し、画像データおよび制御データが通信されるレイヤを説明する。
【００２２】
　図２は、ＰＣ２０のソフトウェア概念を示した説明図である。図２に示したように、画
像データなどのコンテンツデータは、ＭＰＥＧ―ＴＳ／ＲＴＰ／ＵＤＰ／ＩＰなどを利用
して送信される。一方、制御データは、ＴＣＰ／ＩＰまたはＬ２レイヤなど、画像データ
と異なる通信パスで送信される。
【００２３】
　なお、図１においては画像生成装置の一例としてＰＣ２０を示したに過ぎず、画像生成
装置はＰＣ２０に限定されない。例えば、画像処理装置は、家庭用映像処理装置（ＤＶＤ
レコーダ、ビデオデッキなど）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔｓ）、家庭用ゲーム機器、携帯用映像処理装置、携帯用ゲーム機器、および家
電機器などの情報処理装置であってもよい。
【００２４】
　携帯機器１０は、ＰＣ２０などの周囲の無線通信装置と接続して無線通信する機能を有
する。例えば、携帯機器１０は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅで策定中のＷｉ－Ｆｉダ
イレクトに従ってＰＣ２０と通信グループを形成し、通信グループを形成したＰＣ２０と
アクセスポイントを介さずに無線通信することができる。なお、携帯機器１０およびＰＣ
２０が同一のアクセスポイントに接続されている場合であっても、例えばＩＥＥＥ８０２
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．１１ｚ（ＴＤＬＳ）等を使用して直接通信することが可能である。
【００２５】
　また、携帯機器１０は、ＰＣ２０と通信グループを形成すると、ＰＣ２０から送信され
る画像データを受信し、受信した画像データを表示部１２に表示することができる。
【００２６】
　なお、図１においては画像表示装置の一例として携帯機器１０を示したに過ぎず、画像
表示装置は携帯装置１０に限定されない。例えば、画像表示装置は、携帯電話、携帯型ゲ
ーム機、撮像装置など、表示機能を有する任意の情報処理装置であってもよい。
【００２７】
　また、図１においては、携帯機器１０およびＰＣ２０に無線通信機能が実装される例を
説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、ＰＣ２０に、無線通信機能
、画像データのエンコード機能、およびパケット化機能を有するアダプタを外付けしても
よい。同様に、携帯機器１０に、無線通信機能、および画像データのデコード機能などを
有するアダプタを外付けしてもよい。
【００２８】
　上述したように、本実施形態によれば、携帯機器１０とＰＣ２０がアクセスポイントな
どを介さずに直結で無線通信を行うので、無線能力を活用したレート伝送で低遅延を実現
することができる。また、以下に説明するスライス伝送を利用することにより、さらなる
低遅延を実現可能である。
【００２９】
　スライス伝送は、各フレーム画像を複数のスライスに分割して伝送する方法である。こ
のスライス伝送によれば、受信側はフレーム画像全体の受信を待たずに各スライスの再生
を開始できるという利点がある。
【００３０】
　図３は、スライス伝送により送信される各フレーム画像の具体例を示した説明図である
。図３に示したように、スライス伝送により伝送される各フレーム画像は複数のスライス
に分割されており、各スライスはＡＶＣで圧縮されたＩスライスまたはＰスライスで構成
される。また、送信側は、フレーム画像ごとにＩスライスのスライス位置を変化させる。
図３に示した例では、フレーム画像＃１では最上段のスライスがＩスライスであり、フレ
ーム画像＃２では２段目のスライスがＩスライスである。
【００３１】
　このように、スライス伝送によれば、同一フレーム画像内にＩスライスとＰスライスを
共存させられるので、レートを安定させると共に、使用するバッファ長を低減できること
から低遅延を実現することが可能となる。
【００３２】
　（本実施形態に至る経緯）
　ところで、携帯機器１０は、携帯機器１０の姿勢を検出するためのセンサ（１６０）を
有し、姿勢に応じて画像データを処理して表示することができる。この点について、図４
を参照して具体的に説明する。
 
【００３３】
　図４は、携帯機器１０の姿勢に応じて表示画像が変化する様子を示した説明図である。
図４に示したように、携帯機器１０は、表示部１２の短辺が垂直方向に沿い、長辺が水平
方向に沿うような姿勢（以下、横向きの姿勢）を有する場合、レイアウトが横長に特化し
た画像３０を表示する。一方、携帯機器１０は、表示部１２の短辺が水平方向に沿い、長
辺が垂直方向に沿うような姿勢（以下、縦向きの姿勢）を有する場合、レイアウトが縦長
に特化した画像３２を表示する。
 
【００３４】
　したがって、ユーザは、例えば表示部１２が垂直方向に沿う状態で携帯機器１０を回転
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させることにより、画像の表示向き（携帯機器１０との相対的関係で）を変化させること
が可能である。なお、携帯機器１０は、ユーザからの指示に従って画像の表示向きを変化
させてもよいし、ユーザの顔と表示部１２との相対位置関係に応じて画像の表示向きを変
化させてもよい。
【００３５】
　しかし、比較例による携帯機器およびＰＣを接続し、当該携帯機器がＰＣから送信され
る画像データを表示する場合、ＰＣから送信される画像データは携帯機器の姿勢に依存し
ない。このため、携帯機器は、受信した画像データを拡大／縮小などして縦長や横長の表
示画面のサイズに適合させることはできるものの、レイアウトや解像度などが表示向きに
特化した画像データを表示することが困難であるという問題があった。
【００３６】
　例えば、図５に示したように、携帯機器の姿勢に依存せずにＰＣから横長の画像８２が
送信される場合、縦向きの携帯機器は、画像８２を縮小した画像８４、画像８２の横方向
を圧縮した画像８６、または、画像８２の両端を切り落とした画像８８などを表示するこ
とはできる。しかし、図４に示したように、レイアウトが縦向きに特化した画像３２を表
示することは困難である。
【００３７】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本開示の実施形態を創作するに至った。本開示の実
施形態による画像表示システム１によれば、携帯機器１０が表示向きに応じた画像データ
を受信して表示することが可能となる。以下、このような本開示の実施形態について詳細
に説明する。
【００３８】
　　＜２．ハードウェア構成＞
　図６は、本開示の実施形態によるＰＣ２０のハードウェア構成を示した説明図である。
ＰＣ２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０１と、Ｒ
ＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０３と、ホストバス２０４と、を備える。また、ＰＣ２０は、ブ
リッジ２０５と、外部バス２０６と、インタフェース２０７と、入力装置２０８と、出力
装置２１０と、ストレージ装置（ＨＤＤ）２１１と、ドライブ２１２と、通信装置２１５
とを備える。
【００３９】
　ＣＰＵ２０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
ＰＣ２０内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ２０１は、マイクロプロセッサであって
もよい。ＲＯＭ２０２は、ＣＰＵ２０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶
する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１の実行において使用するプログラムや、その実行に
おいて適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバスなどから構成され
るホストバス２０４により相互に接続されている。
【００４０】
　ホストバス２０４は、ブリッジ２０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
２０６に接続されている。なお、必ずしもホストバス２０４、ブリッジ２０５および外部
バス２０６を分離構成する必要はなく、一のバスにこれらの機能を実装してもよい。
【００４１】
　入力装置２０８は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、ス
イッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に
基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ２０１に出力する入力制御回路などから構成されてい
る。ＰＣ２０のユーザは、該入力装置２０８を操作することにより、ＰＣ２０に対して各
種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【００４２】
　出力装置２１０は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレ
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イ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置およびランプなどの表示装置を含む。さらに、出力装
置２１０は、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置を含む。出力装置２１０は、
例えば、再生されたコンテンツを出力する。具体的には、表示装置は再生された映像デー
タ等の各種情報をテキストまたはイメージで表示する。一方、音声出力装置は、再生され
た音声データ等を音声に変換して出力する。
【００４３】
　ストレージ装置２１１は、本実施形態にかかるＰＣ２０の記憶部の一例として構成され
たデータ格納用の装置である。ストレージ装置２１１は、記憶媒体、記憶媒体にデータを
記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記憶媒体に記録され
たデータを削除する削除装置などを含んでもよい。ストレージ装置２１１は、例えば、Ｈ
ＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）で構成される。このストレージ装置２１１は、
ハードディスクを駆動し、ＣＰＵ２０１が実行するプログラムや各種データを格納する。
【００４４】
　ドライブ２１２は、記憶媒体用リーダライタであり、ＰＣ２０に内蔵、あるいは外付け
される。ドライブ２１２は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク
、または半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体２４に記録されている情報を読み出して
、ＲＡＭ２０３に出力する。また、ドライブ２１２は、リムーバブル記憶媒体２４に情報
を書き込むこともできる。
【００４５】
　通信装置２１５は、例えば、周囲の無線通信装置やネットワークに接続するための通信
デバイス等で構成された通信インタフェースである。また、通信装置２１５は、無線ＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、ＬＴＥ（Ｌｏｎ
ｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）対応通信装置であっても、有線による通信を行うワ
イヤー通信装置であってもよい。
【００４６】
　なお、上記では図６を参照してＰＣ２０のハードウェア構成について説明したが、携帯
機器１０のハードウェアはＰＣ２０と実質的に同一に構成することが可能であるため、説
明を省略する。
【００４７】
　　＜３．ＰＣおよび携帯機器の機能＞
　以上、図６を参照して携帯機器１０およびＰＣ２０のハードウェア構成を説明した。続
いて、図７～図１１を参照し、携帯機器１０およびＰＣ２０の機能を説明する。
【００４８】
　図７は、携帯機器１０およびＰＣ２０の構成を示した機能ブロック図である。図７に示
したように、携帯機器１０は、表示部１２と、デコーダ１３０と、無線通信部１４０と、
制御部１５０と、センサ１６０と、を備える。また、ＰＣ２０は、画像生成部２２０と、
パケット生成部２３０と、無線通信部２４０と、制御部２５０と、を備える。
【００４９】
　画像生成部２２０は、携帯機器１０で表示するための画像データを生成する。例えば、
画像生成部２２０は、ＰＣ２０に記憶されている映画、テレビジョン番組、ＰＣ２０にお
けるユーザの作業画面、またはゲームの表示画面などの画像データを生成する。
【００５０】
　さらに、画像生成部２２０は、制御部２５０からの制御に従い、携帯機器１０における
表示向きに特化した画像データを生成する。例えば、携帯機器１０における表示向きが縦
向きである場合、レイアウトや解像度が縦向き（縦長）に特化した画像データを生成し、
携帯機器１０における表示向きが横向きである場合、レイアウトや解像度が横向き（横長
）に特化した画像データを生成してもよい。
【００５１】
　パケット生成部２３０は、画像生成部２２０から供給される画像データなどから無線送
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信するためのパケットを生成する。以下、図８および図９を参照し、このパケット生成部
２３０の詳細な構成を説明する。
【００５２】
　図８は、パケット生成部２３０の構成を示した説明図である。図８に示したように、パ
ケット生成部２３０は、画像エンコーダ２３１と、音声エンコーダ２３２と、ＰＥＳパケ
タイザ２３３と、暗号処理部２３４と、ＴＳマルチプレクサ２３５とを含む。
【００５３】
　画像エンコーダ２３１は、供給される画像データを圧縮エンコードして出力する。同様
に、音声エンコーダ２３２は、供給される音声データを圧縮エンコードして出力する。な
お、画像エンコーダ２３１および音声エンコーダ２３２は、制御部２５０からの指示に従
って各データの圧縮率を変更することが可能である。
【００５４】
　ＰＥＳパケタイザ２３３は、画像エンコーダ２３１から出力される画像データ、および
音声エンコーダ２３２から出力される画像データからＰＥＳパケットを生成する。より詳
細に説明すると、ＰＥＳパケタイザ２３３は、図９の（１）に示したように、ＰＥＳヘッ
ダおよびＰＥＳペイロードからなるＰＥＳパケットを生成する。ＰＥＳヘッダには、ＤＴ
Ｓ（デコーディングタイムスタンプ）またはＰＴＳ（プレゼンテーションタイムスタンプ
）などのタイミング情報を記載するためのフィールドが含まれる。
【００５５】
　暗号処理部２３４は、ＰＥＳパケタイザ２３３から供給されるＰＥＳパケットを暗号化
して出力する。暗号処理部２３４は、例えば、ＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ
　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）２．０によ
りＰＥＳパケット暗号化してもよい。
【００５６】
　ＴＳマルチプレクサ２３５は、図９の（２）に示したように、ＴＳヘッダおよびＴＳペ
イロードからなるＴＳストリームを生成する。なお、ＴＳペイロードは、ＰＥＳパケット
を例えば１８８バイト固定長に分割することにより得られる。このＴＳストリームは、図
９の（３）に示したように、ＲＴＰヘッダが付加されるＲＴＰパケットとして送信される
。
【００５７】
　無線通信部２４０は、パケット生成部２３０により生成された画像データを含むＲＴＰ
パケットや、制御部２５０により指示された制御データなどを無線送信する。また、無線
通信部２４０は、携帯機器１０の表示部１２における画像データの表示向きに関する情報
を受信する。
【００５８】
　なお、制御データは、詳細については後述するが、ＰＣ２０の能力を示すケーパビリテ
ィ情報を含む。また、携帯機器１０の表示部１２における画像データの表示向きに関する
情報は、表示部１２（携帯機器１０）の姿勢に応じて変化するセンサ情報であってもよい
。この無線通信部２４０は、例えばＷｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅで策定中のＷｉ－Ｆｉ
ダイレクトに従って動作することができる。
【００５９】
　制御部２５０は、ＰＣ２０の動作全般を制御する。例えば、制御部２５０は、携帯機器
１０から受信されるセンサ情報に基づいて携帯機器１０の表示部１２における画像データ
の表示向きを判断し、表示向きに応じた画像データの生成を画像生成部２２０に指示して
もよい。
【００６０】
　携帯機器１０の無線通信部１４０は、ＰＣ２０から、画像データを含むＲＴＰパケット
や、ＰＣ２０のケーパビリティ情報を含む制御データなどを受信する。また、無線通信部
１４０は、センサ１６０により検出される携帯機器１０の姿勢を示すセンサ情報を、例え
ば数百ｍｓ周期などの所定周期で、ＰＣ２０に送信する。なお、無線通信部１４０は、制
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御部１５０によりセンサ情報から判断された表示向き（０度、９０度、１８０度、２７０
度）などを送信してもよい。この無線通信部１４０は、例えばＷｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎ
ｃｅで策定中のＷｉ－Ｆｉダイレクトに従って動作することができる。
 
【００６１】
　デコーダ１３０は、無線通信部１４０により受信されたＲＴＰパケットを解読し、ＲＴ
Ｐパケットに含まれる画像データなどをデコードする。表示部１２は、デコーダ１３０に
よってデコードされた画像データを、制御部１５０により指示される表示向きで表示する
。この点については、図１０および図１１を参照して後述する。
 
【００６２】
　制御部１５０は、携帯機器１０の動作全般を制御する。例えば、制御部１５０は、ケー
パビリティ情報やセンサ情報などの送信を無線通信部１４０に指示したり、デコーダ１３
０によってデコードされた画像データを携帯機器１０の表示向きに応じて制御したりする
。具体的には、制御部１５０は、携帯機器１０が縦向きである場合には縦長の画像を表示
し、携帯機器１０が横向きである場合には横長の画像を表示する。
【００６３】
　センサ１６０は、携帯機器１０の姿勢を示す物理量（センサ情報）を検出する。例えば
、センサ１６０は、加速度センサ、ジャイロセンサ、または角速度センサのうちのいずれ
か、または組合せであってもよい。
【００６４】
　ここで、図１０および図１１を参照し、本開示の実施形態により表示される画像の具体
例を説明する。
【００６５】
　図１０は、携帯機器１０の表示向きが横向きである場合の画像の具体例を示した説明図
である。ＰＣ２０の制御部２５０は、携帯機器１０から受信されるセンサ情報に基づいて
携帯機器１０の表示向きが横向きであると判断した場合、画像生成部２２０に横向きに特
化した画像の生成を指示する。これにより、画像生成部２２０は、図１０に示したように
横長の画像４２を生成する。そして、画像生成部２２０により生成された画像４２を画像
エンコーダ２３１がエンコードする。
【００６６】
　そして、携帯機器１０は、ＰＣ２０からエンコードされた画像４２を受信すると、図１
０に示したように、画像４２をデコードして表示部１２に表示する。
【００６７】
　図１１は、携帯機器１０の表示向きが縦向きである場合の画像の具体例を示した説明図
である。ＰＣ２０の制御部２５０は、携帯機器１０から受信されるセンサ情報に基づいて
携帯機器１０の表示向きが縦向きであると判断した場合、画像生成部２２０に縦向きに特
化した画像の生成を指示する。画像生成部２２０は、図１１に示したように縦長の画像５
２を生成する。
【００６８】
　そして、画像生成部２２０は、画像５２を９０度回転して得られる画像５４を画像エン
コーダ２３１に入力し、画像エンコーダ２３１が画像５４をエンコードする。その後、携
帯機器１０は、ＰＣ２０からエンコードされた画像５４を受信すると、画像５４をデコー
ドし、図１１に示したように、画像５４を携帯機器１０の姿勢に応じて回転して得られる
画像５６を表示部１２に表示する。
 
【００６９】
　なお、ＰＣ２０は、画像データのヘッダにおいて表示向きを指定する情報を記載しても
よく、この場合、携帯機器１０はヘッダにおいて指定される表示向きに画像データを上下
反転／左右反転／回転などして表示してもよい。
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【００７０】
　以上、図１０および図１１を参照して具体的に説明したように、本開示の実施形態によ
れば、ＰＣ２０が携帯機器１０の表示向きに応じた画像データを送信するので、携帯機器
１０が表示向きに適合する画像データを受信して表示することが可能となる。
【００７１】
　なお、携帯機器１０における表示向きが、ある角度を基準に０度、９０度、１８０度、
２７０度の４通り存在する場合を考える。この場合、表示向きが０度または１８０度であ
る場合には画像エンコーダ２３１に同一の画像データを入力し、表示向きが９０度または
２７０度である場合には画像エンコーダ２３１に同一の画像データを生成してもよい。こ
の場合、携帯機器１０において画像データを上下左右に反転することにより画像データを
適切に表示することが可能となる。または、携帯機器１０における反転処理が不要となる
ように、各表示向きで異なる画像データを画像エンコーダ２３１に入力してもよい。
【００７２】
　　＜４．画像表示システムの動作＞
　次に、図１２を参照し、本開示の実施形態による画像表示システム１の動作を説明する
。
【００７３】
　図１２は、本開示の実施形態による画像表示システム１の動作を示したシーケンス図で
ある。図１２に示したように、ＰＣ２０と携帯機器１０との無線接続が確立されると、携
帯機器１０は、姿勢に応じて表示向きを変更する表示変更機能を有することを示すケーパ
ビリティ情報をＰＣ２０に送信する（Ｓ３０４）。ＰＣ２０は、このケーパビリティ情報
を受信すると、携帯機器１０の表示向きに応じた画面を生成、送信する機能を有すること
を示すケーパビリティ情報を携帯機器１０に送信する（Ｓ３０８）。
【００７４】
　携帯機器１０は、Ｓ３０８で受信したケーパビリティ情報に基づき、携帯機器１０の表
示向きに応じた画面を生成、送信する機能をＰＣ２０が有することを認識すると、センサ
１６０により得られるセンサ情報の周期的な送信を開始する（Ｓ３１２）。
【００７５】
　そして、ＰＣ２０の画像生成部２２０は、制御部２５０によってセンサ情報に基づいて
判断される携帯機器１０の表示向きに適合する画像データを生成し（Ｓ３１６）、無線通
信部２４０がこの画像データを携帯機器１０に送信する（Ｓ３２０）。携帯機器１０は、
ＰＣ２０から受信される画像データを携帯機器１０の姿勢に応じて回転／反転させて表示
する（Ｓ３２４）。
【００７６】
　その後、ＰＣ２０の制御部２５０は、携帯機器１０から受信されるセンサ情報に基づき
、携帯機器１０の表示向きが変化したと判断した場合（Ｓ３２８）、画像生成部２２０に
新たな表示向きに適合する画像データの生成を指示する（Ｓ３３２）。これにより、ＰＣ
２０から新たな表示向きに適合する画像データが送信され、携帯機器１０は、あら新たな
表示向きに適合する画像データを表示する（Ｓ３３６）。
【００７７】
　　＜５．第２の実施形態＞
　続いて、図１４～図２２を参照し、本開示の第２の実施形態を説明する。本開示の第２
の実施形態によれば、携帯機器１０の表示向きに応じた表示制御を、３Ｄ表示のような第
１の画像と第２の画像からなるフレーム画像にも適用可能である。
【００７８】
　図１４は、本開示の第２の実施形態を示した説明図である。第２の実施形態による携帯
機器１０の表示部１２は、左眼用画像および右眼用画像を表示する。ユーザは、携帯機器
１０に表示された左眼用画像および右眼用画像を、図１４に示したように３Ｄ眼鏡７０を
着用することにより３Ｄ画像として知覚することができる。
【００７９】
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　ここで、第２の実施形態による表示部１２は、走査線ごとに左眼用画像または右眼用画
像を割り当てる表示方式（以下、リターダ方式と称する。）に対応する。以下、図１５お
よび図１６を参照し、リターダ方式についてより詳細に説明する。
【００８０】
　　（リターダ方式について）
　図１５は、表示部１２の構成を示した説明図である。図１５に示したように、表示部１
２は、バックライト１２１と、フラットディスプレイパネル１２２と、接着剤層１２３と
、ガラス基板１２４と、整列層１２５と、液晶ポリマー層１２６と、を有する。
【００８１】
　バックライト１２１は、フラットディスプレイパネル１２２の後面に配置され、フラッ
トディスプレイパネル１２２に後面から光を照射する。このバックライト１２１は、例え
ば直線偏波光を発するＬＥＤであってもよい。なお、表示部１２は、有機ＥＬディスプレ
イまたはＰＤＰのように、バックライト１２１を備えないディスプレイであってもよい。
【００８２】
　フラットディスプレイパネル１２２は、複数の走査線を有し、複数の走査線を順次に走
査することにより画像を表示する。また、３Ｄ表示を行う場合、フラットディスプレイパ
ネル１２２の各走査線には左眼用画像または右眼用画像が割り当てられる。例えば、図１
５に示したように、奇数番目の走査線（１、３、５・・・）には右眼用画像（Ｒ１，Ｒ２
、Ｒ３・・・）が割り当てられ、偶数番目の走査線（２、４、６、・・・）には左眼用画
像（Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３・・・）が割り当てられる。
【００８３】
　液晶ポリマー層１２６は、フラットディスプレイパネル１２２から到来する光に円偏光
を与える複数の偏光用ラインを有する。例えば、図１５に示したように、奇数番目の走査
線に対応する偏光用ライン（Ｒ１、Ｒ２・・・）には右回転円偏光用として－４５°の直
線パターンが施されており、偶数番目の走査線に対応する偏光用ライン（Ｌ１，Ｌ２・・
・）には左回転円偏光用として＋４５°の直線パターンが施されている。なお、この液晶
ポリマー層１２６とフラットディスプレイパネル１２２の間には、接着剤層１２３、ガラ
ス基板１２４、および整列層１２５などが設けられる。
【００８４】
　図１６は、液晶ポリマー層１２６および３Ｄ眼鏡７０による偏光機能を示した説明図で
ある。図１６に示したように、フラットディスプレイパネル１２２は、直線偏光である右
眼用画像および左眼用画像を表示する。そして、右眼用画像は、液晶ポリマー層１２６の
偏光用ラインＲ１、Ｒ２・・・によって右回転に偏光される。同様に、左眼用画像は、液
晶ポリマー層１２６の偏光用ラインＬ１、Ｌ２・・・によって左回転に偏光される。なお
、液晶ポリマー層１２６には実際には例えば１０８０本の偏光用ラインが形成されるが、
図１６においては３本の偏光用ラインのみを拡大して示している。
【００８５】
　続いて、円偏光式の３Ｄ眼鏡７０の右眼用画像透過部７４が右回転の円偏光が与えられ
た右眼用画像のみを透過することにより、右眼用画像（Ｒ１、Ｒ２・・・）がユーザの右
眼に到達する。一方、３Ｄ眼鏡７０の左眼用画像透過部７２が左回転の円偏光が与えられ
た左眼用画像のみを透過することにより、左眼用画像（Ｌ１、Ｌ２・・・）がユーザの左
眼に到達する。これらの右眼用画像および左眼用画像がユーザの脳内で合成処理されるこ
とにより、３Ｄ画像として認識される。
【００８６】
　上記のように、第２の実施形態による携帯機器１０は、例えばリターダ方式によって画
像を３Ｄ表示することができる。また、携帯機器１０は、第１の実施形態で説明したよう
に携帯機器１０の向きに応じて画像の表示向きを変更する機能を有する。例えば、携帯機
器１０が図１７に示したように横向きの姿勢である場合、携帯機器１０は、画像の水平方
向が走査線や偏光用ラインの形成方向に一致するように画像を横向き（横長）に表示する
。一方、携帯機器１０が図１７に示したように縦向きの姿勢である場合、携帯機器１０は



(13) JP 5811602 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

、画像の水平方向が走査線や偏光用ラインの形成方向と交差するように画像を縦向き（縦
長）に表示する。
【００８７】
　　（３Ｄ方式について）
　ところで、携帯機器１０は、右眼用画像および左眼用画像からなる３Ｄ画像データをＰ
Ｃ２０から受信し、各操作線に右眼用画像および左眼用画像を割り当てることによりユー
ザに３Ｄ画像を知覚させることができる。ここで、ＰＣ２０から送信される３Ｄ画像デー
タの方式として、Ｔｏｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式およびＳｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式が挙げ
られる。
【００８８】
　Ｔｏｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式では、ＰＣ２０は、図１８に示したように右眼用画像および
左眼用画像が垂直方向に配置された３Ｄ画像データを生成する。このため、Ｔｏｐ＆Ｂｏ
ｔｔｏｍ方式では、右眼用画像および左眼用画像の各々の垂直解像度が原理的に通常の１
フレームの半分になる。
【００８９】
　一方、Ｓｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式では、ＰＣ２０は、図１９に示したように右眼用
画像および左眼用画像が水平方向に配置された３Ｄ画像データを生成する。このため、Ｓ
ｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式では、右眼用画像および左眼用画像の各々の水平解像度が原
理的に通常の１フレームの半分になる。
【００９０】
　このように、Ｔｏｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式およびＳｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式などの３
Ｄ方式によって垂直方向や水平方向の解像度が異なるので、３Ｄ方式を適切に選択するこ
とが望まれる。
【００９１】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本開示の第２の実施形態を創作するに至った。本開
示の第２の実施形態によれば、ＰＣ２０は、携帯機器１０の表示向きに応じた３Ｄ方式を
用いて３Ｄ画像データを携帯機器１０に送信することが可能である。以下、このような本
開示の第２の実施形態について詳細に説明する。
【００９２】
　　（第２の実施形態による携帯機器１０およびＰＣ２０の機能）
　第２の実施形態による携帯機器１０およびＰＣ２０は、第１の実施形態で図７を参照し
て説明した各構成の機能に加えて、または各構成の一部の機能に代えて、３Ｄ表示のため
の機能を有する。以下、このような第１の実施形態と異なる３Ｄ表示のための機能につい
て図７を援用して説明する。
【００９３】
　ＰＣ２０の無線通信部２４０は、携帯機器１０から３Ｄ方式を示す情報を受信する。例
えば、ＰＣ２０の無線通信部２４０は、３Ｄ方式として、Ｔｏｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式また
はＳｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式を示す情報を受信する。なお、ＰＣ２０の無線通信部２
４０は、３Ｄ方式を示す情報に加え、携帯機器１０の表示部１２における画像データの表
示向きに関する情報を受信してもよい。また、無線通信部２４０は、パケット生成部２３
０により生成された３Ｄ画像データを含むＲＴＰパケットを送信する。
【００９４】
　制御部２５０は、携帯機器１０から受信される情報の示す３Ｄ方式での画像データの生
成を画像生成部２２０に指示する。例えば、制御部２５０は、Ｔｏｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式
を示す情報が無線通信部２４０により受信された場合、Ｔｏｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式での画
像データの生成を画像生成部２２０に指示する。
【００９５】
　画像生成部２２０は、制御部２５０から指示された３Ｄ方式で３Ｄ画像データを生成す
る。例えば、画像生成部２２０は、Ｔｏｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式を指示された場合には図１
８に示したように右眼用画像および左眼用画像が垂直方向に配置された３Ｄ画像データを



(14) JP 5811602 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

生成する。一方、画像生成部２２０は、Ｓｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式を指示された場合
には図１９に示したように右眼用画像および左眼用画像が水平方向に配置された３Ｄ画像
データを生成する。
【００９６】
　以上説明したように、第２の実施形態によるＰＣ２０は、携帯機器１０から指示された
３Ｄ方式に従って生成した３Ｄ画像データを携帯機器１０に送信することができる。なお
、第２の実施形態によるＰＣ２０は、携帯機器１０から明示的に３Ｄ方式を指示されない
場合でも、携帯機器１０の表示部１２における画像の表示向きに関する情報を受信した場
合、画像の表示向きから適切な３Ｄ方式を判断してもよい。
【００９７】
　一方、携帯機器１０の制御部１５０は、第１の実施形態で説明したように、センサ１６
０により検出されたセンサ情報に基づき、表示部１２による画像の表示向きを制御する。
また、制御部１５０は、表示部１２による画像の表示向きに応じ、解像度の観点から適切
な３Ｄ方式を選択する。
【００９８】
　例えば、制御部１５０は、表示部１２による画像の表示向きが横向きである場合、Ｔｏ
ｐ＆Ｂｏｔｔｏｍ方式を選択する。また、制御部１５０は、表示部１２による画像の表示
向きが縦向きである場合、Ｓｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式を選択する。
【００９９】
　なお、制御部１５０は、ケーパビリティ情報の交換によりＰＣ２０が３Ｄ方式に対応し
ていないことが既知である場合、２Ｄ方式の画像データの送信を無線通信部１４０から要
求してもよい。
【０１００】
　そして、携帯機器１０の無線通信部１４０が、制御部１５０により選択された３Ｄ方式
を示す情報をＰＣ２０に送信する。また、携帯機器１０の無線通信部１４０は、制御部１
５０が選択した３Ｄ方式に従った３Ｄ画像データをＰＣ２０から受信する。
【０１０１】
　このような携帯機器１０の機能により、特に、表示向きが横向きである場合にはＴｏｐ
＆Ｂｏｔｔｏｍ方式を選択し、表示向きが縦向きである場合にはＳｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄ
ｅ方式を選択することにより、３Ｄ画像の解像度の劣化を防止することが可能である。以
下、この点について図２０および図２１を参照して具体的に説明する。
【０１０２】
　図２０は、表示部１２による画像の表示向きが横向きである場合を示した説明図である
。表示部１２による画像の表示向きが横向きである場合、図２０に示したようにＴｏｐ＆
Ｂｏｔｔｏｍ方式に従う３Ｄ画像データに含まれる左眼用画像および右目用画像は、垂直
方向で交互に割り当てられる。説明の便宜上、図２０においては左眼用画像および右目用
画像の各々が４ラインずつ表示される例を示しているが、実際には５４０ラインずつ表示
される。このため、左眼用画像および右目用画像のいずれも垂直解像度の劣化が生じない
という効果が得られる。
【０１０３】
　図２１は、表示部１２による画像の表示向きが縦向きである場合を示した説明図である
。表示部１２による画像の表示向きが縦向きである場合、図２１に示したようにＳｉｄｅ
　ｂｙ　Ｓｉｄｅ方式に従う３Ｄ画像データに含まれる左眼用画像および右目用画像は、
水平方向で交互に割り当てられる。説明の便宜上、図２１においては、左眼用画像および
右目用画像の各々が４ラインずつ表示される例を示しているが、実際には５４０ラインず
つ表示される。このため、左眼用画像および右目用画像のいずれも水平解像度の劣化が生
じないという効果が得られる。
【０１０４】
　　（第２の実施形態による携帯機器１０およびＰＣ２０の動作）
　以上、第２の実施形態による携帯機器１０およびＰＣ２０の機能を説明した。続いて、
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図２２を参照し、第２の実施形態による携帯機器１０およびＰＣ２０の動作を説明する。
【０１０５】
　図２２は、第２の実施形態による携帯機器１０およびＰＣ２０の動作を示したシーケン
ス図である。図２２に示したように、ＰＣ２０と携帯機器１０との無線接続が確立される
と、携帯機器１０は、姿勢に応じて表示向きを変更する表示変更機能を有することや、表
示向きに応じた３Ｄ方式を指示する機能を有することなどを示すケーパビリティ情報をＰ
Ｃ２０に送信する（Ｓ４０４）。ＰＣ２０は、このケーパビリティ情報を受信すると、携
帯機器１０の表示向きや、指示された３Ｄ方式に応じた画像データを生成、送信する機能
を有することを示すケーパビリティ情報を携帯機器１０に送信する（Ｓ４０８）。
【０１０６】
　携帯機器１０は、Ｓ４０８で受信したケーパビリティ情報に基づき、携帯機器１０の表
示向きや、指示された３Ｄ方式に応じた画像データを生成、送信する機能をＰＣ２０が有
することを認識すると、Ｓ４１２～Ｓ４２０の処理を所定周期で実行する。
【０１０７】
　具体的には、携帯機器１０の制御部１５０は、センサ情報に基づいて画像データの表示
向きを判断し（Ｓ４１２）、表示向きに応じた３Ｄ方式を選択する（Ｓ４１６）。そして
、携帯機器１０の無線通信部１４０は、画像データの表示向きを示す情報や、選択された
３Ｄ方式を示す情報をＰＣ２０に通知する（Ｓ４２０）。なお、携帯機器１０は、上記の
Ｓ４１２～Ｓ４２０の処理を毎フレームで行ってもよいし、数百ｍｓ周期で行ってもよい
。
【０１０８】
　続いて、ＰＣ２０は、通知された３Ｄ方式に従って３Ｄ画像データを生成し（Ｓ４２４
）、生成した３Ｄ画像データを携帯機器１０に送信する（Ｓ４２８）。その後、携帯機器
１０の表示部１２は、ＰＣ２０から受信された３Ｄ画像データを制御部１５０の制御に従
って表示する（Ｓ４３２）。
【０１０９】
　　＜６．まとめ＞
　以上説明したように、本開示の実施形態によれば、携帯機器１０およびＰＣ２０がケー
パビリティ情報を交換し、双方が表示向きの変更に対応する機能を有する場合、携帯機器
１０が表示向きに関するセンサ情報の送信を開始する。
【０１１０】
　これにより、ＰＣ２０は、センサ情報に基づいて携帯機器１０の表示向きを判断し、携
帯機器１０の表示向きにレイアウトや解像度が適合する画像データを生成し、当該画像デ
ータを携帯機器１０に送信することができる。その結果、ＰＣ２０から送信される画像デ
ータを携帯機器１０が表示する際にも、携帯機器１０は、表示向きに適合する画像データ
を表示することが可能となる。
【０１１１】
　また、通常はデコード出力を格納するバッファからの読出し順序を変更することで画像
の上下左右反転などに対応するが、画像データをスライス伝送する場合、スライスのデコ
ード結果を直ちに描画するので、バッファからの読出し順序の変更による上下左右反転が
できない。この点に関し、本開示の実施形態によれば表示部１２への書き込みのアドレッ
シング方向を反転することにより画像を上下左右反転できるので、画像データをスライス
伝送する場合にも低遅延を実現することが可能である。
【０１１２】
　さらに、本開示の第２の実施形態によれば、表示向きが横向きである場合にはＴｏｐ＆
Ｂｏｔｔｏｍ方式を選択し、表示向きが縦向きである場合にはＳｉｄｅ　ｂｙ　Ｓｉｄｅ
方式を選択することにより、３Ｄ画像の解像度の劣化を防止することが可能である。
【０１１３】
　なお、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
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する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１１４】
　例えば、上記ではＰＣ２０が表示向きに応じた画像データを生成して送信する例を説明
したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。変形例として、ＰＣ２０は、複
数の表示向きに適合する画像要素が組み合わされた画像データ（例えば、１９２０×１９
２０、２１６０×１９２０など）を生成し、携帯機器１０は、この画像データから表示向
きに応じた画像要素を利用して表示してもよい。図１３を参照し、より具体的に説明する
。
【０１１５】
　図１３は、本開示の実施形態の変形例を示した説明図である。図１３に示したように、
ＰＣ２０は、画像要素６２および画像要素６４からなる画像データ６０を生成し、携帯機
器１０に送信する。携帯機器１０は、この画像データから、表示向きに応じた画像要素を
用いて表示を行う。例えば、表示向きが横向きである場合、携帯機器１０は、図１３に示
したように画像要素６４をトリミングして表示する。一方、表示向きが縦向きである場合
、携帯機器１０は、画像６０を間引いて画像６０’に縮小し、画像６０’を表示する。
 
【０１１６】
　かかる変形例によれば、携帯機器１０内部で表示向きの変化に伴う処理内容の変化が完
結するので、レスポンスの改善を図ることが可能である。
 
【０１１７】
　また、本明細書の画像表示システム１の処理における各ステップは、必ずしもシーケン
ス図として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、画像表示シス
テム１の処理における各ステップは、シーケンス図として記載した順序と異なる順序で処
理されても、並列的に処理されてもよい。
【０１１８】
　また、携帯機器１０およびＰＣ２０に内蔵されるＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２およびＲ
ＡＭ２０３などのハードウェアを、上述した携帯機器１０およびＰＣ２０の各構成と同等
の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュ
ータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。
【０１１９】
　また、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　画像データを生成する画像生成部と；
　画像表示装置への前記画像データの送信、および、前記画像表示装置の表示面における
前記画像データの表示向きに関する情報の受信を行う通信部と；
を備え、
　前記画像生成部は、前記通信部により受信される前記表示向きに関する情報に応じて前
記画像データを生成する、画像生成装置。
（２）
　前記画像表示装置の表示面における前記画像データの表示向きは前記画像表示装置の姿
勢に応じて変更され、
　前記表示向きに関する情報は、前記画像表示装置の姿勢を示す情報である、前記（１）
に記載の画像生成装置。
（３）
　前記画像生成部は、前記表示向きに関する情報により特定される表示向きに適合するよ
うに前記画像データを生成する、前記（１）または（２）に記載の画像生成装置。
（４）
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　前記通信部は、前記画像表示装置が前記画像データの表示向きを前記画像表示装置の姿
勢に応じて変更する表示変更機能を有するか否かを示すケーパビリティ情報を受信し、
　前記画像生成部は、前記画像表示装置が前記表示変更機能を有することを前記ケーパビ
リティ情報が示す場合、前記表示向きに関する情報に応じて前記画像データを生成する、
前記（１）～（３）のいずれか一項に記載の画像生成装置。
（５）
　前記通信部は、前記画像生成装置が前記表示向きに関する情報に応じて前記画像データ
を生成する機能を有することを示す情報を前記画像表示装置に送信し、
　前記情報の送信に基づいて前記画像表示装置から前記表示向きに関する情報の送信が開
始される、前記（１）～（４）のいずれか一項に記載の画像生成装置。
（６）
　コンピュータを、
　画像データを生成する画像生成部と；
　画像表示装置への前記画像データの送信、および、前記画像表示装置の表示面における
前記画像データの表示向きに関する情報の受信を行う通信部と；
を備え、
　前記画像生成部は、前記通信部により受信される前記表示向きに関する情報に応じて前
記画像データを生成する、画像生成装置として機能させるための、プログラム。
（７）
　　表示部、および、
　　前記表示部における画像データの表示向きに関する情報を送信する送信部、
を有する画像表示装置と；
　　画像データを生成する画像生成部、
　　前記画像表示装置への前記画像データの送信、および、前記表示向きに関する情報の
受信を行う通信部、
　を有し、
　　前記画像生成部は、前記通信部により受信される前記表示向きに関する情報に応じて
前記画像データを生成する、画像生成装置と；
を備える、画像表示システム。
（８）
　走査線ごとに第１の画像データまたは第２の画像データを割り当てる表示方式に対応し
ている表示部と、
　前記第１の画像データおよび前記第２の画像データが並べて配置されたフレーム画像デ
ータを生成する画像生成装置に、前記第１の画像データおよび前記第２の画像データの配
置方向を指示する情報を送信する送信部と、
を備え、
　前記送信部は、前記表示部に表示される画像データの水平方向が前記走査線の形成方向
である場合には垂直方向の配置を指示する情報を送信し、前記画像データの水平方向が前
記走査線の形成方向と交差する場合には水平方向の配置を指示する情報を送信する、画像
表示装置。
【符号の説明】
【０１２０】
　１０　　　携帯機器
　１２　　　表示部
　２０　　　ＰＣ
　１３０　　デコーダ
　１４０、２４０　無線通信部
　１５０、２５０　制御部
　１６０　　センサ
　２２０　　画像生成部
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　２３０　　パケット生成部
　２３１　　画像エンコーダ
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